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第５回小林市・高原町・野尻町合併協議会次第 
 

１ 開  会 

２ 会長あいさつ        小林市長  堀 泰一郎 

３ 議  事 

 

① 報告事項 

報告第１４号 第４回小林市・高原町・野尻町合併協議会以降の経過について…３ 

 

② 協議事項 

協議第３３号 合併の期日について………………………………………………… ５ 

協議第３４号 財産及び債務の取扱いについて……………………………………１５ 

協議第３５号 条例、規則等の取扱いについて……………………………………１７ 

協議第３６号 一部事務組合等の取扱いについて…………………………………１９ 

協議第３７号 総務関係について……………………………………………………２１ 

協議第３８号 広報広聴関係について………………………………………………２３ 

協議第３９号 その他関係（交通安全）について…………………………………２５ 

 

③ 確認事項 …………………………………………………………………………２７ 

１．第８回新市基本計画・地域自治区等設置検討小委員会開催について 

２．第６回議会議員・農業委員会の委員の定数及び任期等の取扱い小委員会開催に

ついて 

３．第６回小林市・高原町・野尻町合併協議会開催について 

４．第９回新市基本計画・地域自治区等設置検討小委員会臨時開催について 

５．第７回小林市・高原町・野尻町合併協議会開催について 

 
４ その 他 

５ 閉  会 

 



- 2 - 

第５回 小林市・高原町・野尻町合併協議会 出席者 

 

小林市・高原町・野尻町合併協議会委員 

 

 １．会 長 小林市長   堀 泰一郎    １７．委 員      龍神 豊美 

 ２．副会長 高原町長   日高 光浩    １８． 〃       坂下 実千代 

 ３． 〃  野尻町長   長瀬 道大    １９． 〃       入佐 廣登 

 ４．委 員        中屋敷 慶次   ２０． 〃       清水 公雄 

 ５． 〃         小畠 利春    ２１． 〃       前原 淳一 

 ６． 〃         西道 紀一    ２２． 〃       竹之内 昭一 

 ７． 〃         久保田 恭弘   ２３． 〃       丸山 崇 

 ８． 〃         首藤 美也子   ２４． 〃       瀬戸口 美智子 

 ９． 〃         松元 朝則    ２５． 〃       原田 富雄 

 １０．〃         永野 本助    ２６． 〃       淵上 貞継 

 １１．〃         山田 福雄    ２７． 〃       福本 誠作 

 １２．〃         種子田 與市   ２８． 〃       杉元 豊人 

 １３．〃         坂本 新平    ２９． 〃       赤崎 峯雄 

 １４．〃         西岡 長成    ３０． 〃       見越 南州男 

 １５．〃         高岩 都津子   ３１． 〃       楠元 フタミ 

１６．〃         下別府 明    ３２． 〃       竹山 昭徳 

 

  

 （ 顧 問 ） 

 

宮崎県市町村合併支援室長  坂本 義広   宮崎県西諸県農林振興局長  後藤田 悦男 

 

 

 （ 幹 事 ） 

 

小林市 末元 三夫     高原町 福留 宜文     野尻町 内村 明生 

    南﨑淳一郎         高妻 経信         谷元 弘朗 

    久米 勝彦         久保田芳人          

     

 

 （ 事務局 ） 

 

事務局長   倉園 凡生      事務局員   野口 健史 

事務局次長  谷川 浩二       〃     柴内 敏彦 

事務局員   鶴水 義広       〃     芝田 和之 

 〃     税所 將晃       〃     馬場 倫代 

 〃     水町 洋明       〃     楠元いず美 

 

 

 （ 欠席者 ） 

幹事 吉田 哲幸（野尻町）      

  

 

以上 （ 敬称略 ） 
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午後１時３０分開会 

 

 皆様、こんにちは。ご案内をいたしました時間となりましたので、ただいまから

会議を始めさせていただきます。 

 本日は、合併協議会にご出席いただきまして大変ありがとうございます。私は、

本日の進行を務めさせていただきます計画グループの鶴水と申します。よろしくお

願いいたします。 

 会議に先立ちまして、皆様にお願いをいたします。携帯電話をお持ちの方は、電

源をお切りになるか、マナーモードにしていただきますようお願いいたします。 

 また、傍聴の皆様は、ほかの方のご迷惑にならないよう、静かに傍聴くださいま

すようお願いいたします。 

 まず、本日の会議につきましては、３２名の委員さん皆さんがご出席でございま

す。したがいまして、小林市・高原町・野尻町合併協議会規約第１０条の規定によ

りまして、本会議は成立していることをご報告申し上げます。 

 それでは、 初に、本協議会の会長であります堀小林市長にごあいさつをお願い

いたします。 

 皆さん、こんにちは。本日第５回合併協議会を臨時開催することに当たりまし

て、一言ごあいさつを申し上げますが、さて協議会設置からはや５カ月が経過をし

ようとしておりまして、委員の皆様方のご協力によりまして精力的に協議確認を行

ってきておりますが、事務局によりますと、これまで協議会で確認された合併協定

項目は、４５項目のうち約３割程度ということであります。 

 この間、２つの小委員会でも熱心にご協議いただいておりますが、付託事項の中

には、１市２町で見解が分かれ、意見の集約が大変難しいものがあるとの報告を受

けておるところであります。 

 今後は、調整が難航すると思われる協定項目もあり、１１月に合併協定調印式、

１２月に合併関連議案の議決というスケジュールを踏まえますと、今まで以上に集

中的な協議、確認をお願いしなければならない厳しい状況であります。 

 このようなことから、本日は協議会の臨時開催をお願いすることにいたしまし

た。委員の皆様方には、小委員会、協議会ともに大変ご苦労をおかけしております

が、１市２町の将来のまちづくりは、皆様方の双肩にかかっているといっても過言

ではありませんので、なお一層のご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 本日は、後ほど合併の期日、財産及び債務、条例、規則、一部事務組合を初め、

７項目についてご提案させていただきます。いずれも新市における重要事項であり

ますので、委員の皆様方には熱心なご議論をお願いいたしまして、会長としてのあ

いさつにさせていただきます。ありがとうございました。 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、早速議事の方に入らせていただきます。 

 協議会規約第１０条第２項の規定によりまして、会長が会議の議長となると定め

ておりますので、これから会長の方で議事進行についてよろしくお願いをしたいと

思います。お願いいたします。 

 規約の定めるとこによりまして、私が議事を進めさせていただきます。ご協力方

よろしくお願いを申し上げます。 

 なお、協議会会議運営規程第４条の２項の規定によりまして、「委員は、議長の

許可を得た後、発言するものとする」というふうにありますので、委員の皆様はこ

れを遵守していただきますよう、改めてお願いをいたします。 

 また、会議録作成上の都合によりまして、意見や質問をされる委員の皆様は、氏

名をおっしゃった後に発言をしていただきますようにお願いを申し上げます。 

 それでは、まず会議録署名委員の指名をさせていただきます。会議録署名委員

は、野尻町の見越南州男委員さんと、小林市の下別府明委員さんにお願いをいたし

ます。 
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 ここで、協議に先立ちましてお諮りしたいと思いますが、会議の傍聴についてで

ありますけど、傍聴は原則公開としておりますが、本日の会議を公開してよろしい

かどうかお伺いをいたします。何かご意見ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご意見ないようであります。ご異議なしと認めます。よって、本日の協議会は公

開ということにさせていただきます。 

 それでは、会次第によりまして、以後協議を進行させていただきます。 

 なお、傍聴の皆様方にお願いをいたしますが、発言、あるいは拍手などは議事進

行の妨げとなりますので、慎んでいただきますようお願いを申し上げます。 

 それでは、まず報告事項についてでありますけれども、報告第１４号について、

事務局の説明を願います。 

 協議会資料３ページ、４ページをお開きください。報告第１４号第４回小林市・

高原町・野尻町合併協議会以降の経過について、第４回小林市・高原町・野尻町合

併協議会以降の経過について、別紙のとおり報告する。 

 この別紙と申しますのが、４ページに掲げてありますが、小委員会、分科会、部

会、首長会、協議会等を含めて１９回の会議をもっております。 

 以上で、経過報告を終わります。 

 ただいま経過報告が終わりましたけれども、何かこのことについてお聞きになり

たいようなことはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご意見、ご質疑もないようでありますので、報告事項については、これでご了解

をいただきたいと思います。 

 それでは、協議に入ります。 

 協議第３３号合併の期日についてを議題といたします。事務局より説明を願いま

す。 

 事務局次長の谷川でございます。私の方でご説明をさせていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 資料の５ページをお開きいただきたいと思います。 

 協議第３３号合併の期日について。合併の期日は、平成２２年３月２３日（火）

とする。 

 この合併の期日につきましては、４月１７日に開催されました第１回合併協議会

におきまして、合併の期日については、市町村の合併の特例等に関する法律の適用

が受けられる期限である平成２２年３月３１日までに、合併することを目指すもの

とするというご確認をいただいております。これを受けまして、今回さまざまな見

地から検討をいたしました結果、先ほど申し上げましたように、合併の期日は平成

２２年３月２３日（火）とするということで、再提案をさせていただくところでご

ざいます。 

 ６ページの方をご覧いただきたいと思います。合併の期日に関する基本的な考え

方ということで、ここに６項目掲げております。読み上げながらご説明をさせてい

ただきます。 

 まず１番目に、市町村の合併の特例等に関する法律、いわゆる合併新法の期限は

平成２２年３月３１日までとなっており、同期限までに合併が行われない場合、同

法に基づく財政支援措置等（地方交付税の算定の特例・地方債の特例等）は受けら

れないことになります。 

 ２番目に、市町村が合併するためには、関係市町村の各議会において議決してか

ら都道府県知事への合併申請、都道府県議会での議決、知事の合併決定、都道府県

知事より総務大臣への届出、総務大臣による告示など、さまざまな手続きが定めら

れており、相当の日数を要することになることから、この点を十分考慮して合併の

期日を定める必要がございます。 

 ３番目に、合併の期日の決定に当たりましては、住民との意見交換及び合意形成
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に要する期間、住民生活への影響、合併時に予定される事務事業または公的行事と

の関係、協議会の協議の進捗状況、首長・議会議員の任期、合併時の事務処理・引

継ぎの利便性等を総合的に勘案して判断すべきと考えられております。 

 ４番目に、合併新法期限間際の合併は、年度末と重なり事務が煩雑となり、さま

ざまな混乱を来たすことが予想されることから、これを避けることが適切でござい

ます。 

 ５番目に、事務所の移転や電算システム切り替えにおけるトラブルを防ぐため、

合併期日は土日等の休日明けが望ましいと考えられております。 

 ６番目に、先進事例を見る限り、必ずしも特定期日に限られるものではございま

せん。各市町村のそれぞれの事情により、期日が定められているところでございま

す。 

 ７ページをお開きいただきたいと思います。 

 ここでは、平成２２年３月２３日（火）を合併期日とする理由ということで、大

きく１から４まで項目がございます。 

 内容としましては、先ほどと重複する部分がございますが、合併新法の期限とい

うのが１番目にございます。合併新法期限内の合併には、さまざまな支援措置がご

ざいます。 

 （１）としまして、主な国の支援措置ということで、まず合併推進債による措置

がございます。 

 ２番目に、合併前後の臨時的経費に対する財政措置としまして、普通交付税ある

いは特別交付税による措置がございます。 

 そして、（２）としまして、主な県の支援措置として、市町村合併支援交付金の

交付が受けられることとなっております。 

 ２番目に、住民サービス等との関係ということで、まず住民サービスへの影響で

ございますが、安定した住民サービスの提供を確保するためには、円滑な事務事業

の移行が求められるとこでございます。そのために、一日でも長い準備期間が必要

となってまいります。 

 ２番目に、事務事業の引継ぎでございます。合併により行政の組織機構が再編を

されます。それに伴いまして、事務用品の移転が発生をいたします。合併時に職員

がスムーズな住民サービスを行うためには、休日に移転作業を終え、人事異動に伴

う事務の引継ぎなどを行う必要がございます。 

 ３番目に、電算システム等の設置、点検でございます。ご承知のとおり、現在電

算システムは、自治体業務の基幹的な役割を担っております。そのため、新市発足

と同時に安全かつ確実に稼働することが重要でございます。住民サービスに支障を

来たさないためには、合併前の平常業務終了後に、電算機器の設置、システムの点

検まで確実に終了しておかなければなりません。 

 また、合併日に向けた準備をすべて終了させ、トラブル防止に備えることも必要

となってまいります。 

 次に、事務事業・公的行事等との関係でございますが、３月２３日ということか

ら考えますと、旧市町における平成２１年度の事務事業、各種公的行事がおおむね

終了することが可能であると考えられるとこでございます。 

 ４番目に、市長、議会議員、農業委員会の委員の選挙、それから議会等との関係

でございます。小林市の農業委員会委員の選挙委員の任期満了が、平成２２年３月

１９日でございます。このため、合併前に選挙を執行をいたします。そして、選任

委員の選任等についても配慮をしながら、農業委員会の業務が停滞しないように留

意する必要がございます。 

 また、現在小委員会で協議をしていただいてるところでございますが、２町の議

会議員が仮に定数特例を適用する場合におきましては、合併期日から５０日以内に

増員選挙を行うことになります。 

 また、なお市長は、平成２２年４月２３日で任期満了のため、市長選挙と議会議
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員増員選挙等の日程を調整するなど、効率的な選挙執行を行っていく必要がござい

ます。 

 ８ページをご覧いただきたいと思います。８ページから９ページにかけまして

は、合併の期日に関する比較検討表ということで、２２年３月２３日を初めとしま

して、想定される合併期日のそれぞれのメリット、デメリットをお示ししておりま

す。これについては、後ほどご覧いただきたいと思います。 

 ９ページをご覧いただきたいと思います。９ページの表の下の方に、新市発足の

ために必要な準備作業項目ということで、ここに①から⑨まで掲げてございます。

これは、主な準備作業の項目でございまして、このほかにも多くの準備作業が予想

されるところでございます。 

 １０ページをご覧いただきたいと思います。ここでは、合併までの法的手続きを

時系列でお示しをしております。左の方が合併に関する手順でございます。右の方

が、それぞれその手続きの時期、期日等をお示しをしております。 

 まず、２０年の４月から１０月にかけまして、合併協議会における協定項目の協

議、確認、あるいは新市基本計画の策定を現在行っていただいているところでござ

います。 

 協議を終わりますと、今年の１１月上旬から１１月中旬にかけまして、３市町で

の合併の是非の判断をしていただきます。それを受けまして、今のところ２０年

１１月２８日に合併協定調印式を予定をしているところでございます。 

 調印式が終わりますと、今年の１２月議会におきまして、１市２町の各議会で廃

置分合、財産処分、議員定数、任期等の合併関連議案の議決をしていただきます。

この議決につきましては、すべての議会において可決をされることが合併の前提条

件でございます。 

 それから、新市発足準備を開始いたします。各議会での議決を受けまして、県知

事への廃置分合の申請をいたします。その後、県議会での議決、総務省への届出等

が行われ、総務大臣の告示がされますと、法的に合併の効力が発生をいたします。 

 その後、編入をいたします小林市の議会におきまして、１２月定例議会または臨

時議会等におきまして小林市が高原町・野尻町から引き継ぐ経費、予算の補正、あ

るいは小林市の合併協議に基づきます条例改正、制定の議決をしていただきます。

施行につきましては、合併期日からということになります。 

 そして、２２年の３月の定例議会、いわゆる合併の直前の議会になりますが、こ

こでは平成２２年度の経常経費、継続事業、いわゆる骨格予算の議決をいただきま

す。そして、３月２３日が新市の発足ということで、条例・規則の施行、新市予算

の執行を開始いたします。ここまでの合併準備期間は、１５カ月ということで想定

をしております。 

 その後、任期満了による市長選挙、それから議員の方が定数特例を適用された場

合は、増員選挙等の執行が予想されるとこでございます。 

 その後、市長が選出されますと、臨時議会等におきまして副市長、監査委員等の

選任の同意、あるいは地域自治区長を設置される場合は、その選任の報告等が行わ

れる予定でございます。 

 あわせて平成２２年度の政策的新規事業、いわゆる肉付け予算についての議決を

いただくことになろうかと考えております。 

 １１ページをご覧ください。ここでは、全国の合併事例における法的手続、準備

期間の状況を、 近の編入合併の事例でお示しをしております。下の段の一番右

が、当合併協議会の状況でございます。先ほども申し上げましたように、法定協設

置から廃置分合議決までが当協議会では９カ月、廃置分合議決から合併までが

１５カ月、計法定協設置から合併までの月数は２４カ月、２年間ということでござ

います。 

 ご覧いただきますとわかりますように、他の協議会におきましては、７カ月と

か、あるいは８カ月で合併をしてる事例もございますけれども、こういったところ
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につきましては、法定協議会移行前に任意合併協議会で十分な協議をされた上で、

法定協議会に移行されている事例かと考えております。 

 次に、１２ページでございます。合併事例が多い合併期日の状況ということで、

平成１１年４月から平成１８年４月の状況をお示ししております。一番多いのが

１０月１日で７２件、１７.６％でございます。３月につきましては、３月１日、

あるいは３月３１日といった例がございます。３月２３日前後では、３月２０日が

２５件、３月２２日が２５件というような状況でございます。 

 その下は、２２年の１月から３月におけるカレンダーを掲載をしております。 

 １３ページ、１４ページにつきましては、合併の手続きあるいは合併期日等に関

する参考法令を掲載をさせていただいております。 

 以上でございます。 

 ありがとうございました。ただいま説明をいたしました協議第３３号合併の期日

につきまして、何かご意見、ご質疑があればお出しください。ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご意見、ご質疑もないようでありますので、それでは協議第３３号合併の期日に

つきましては、原案のとおり確認することにしてご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご異議なしと認めます。よって、協議第３３号につきましては、原案のとおり確

認することにいたします。 

 次に、協議第３４号財産及び債務の取扱いについてを議題といたします。 

 企画財政部会より説明を願います。 

 それでは、財産及び債務の取扱いについて説明をさせていただきます。 

 資料の１６ページでございます。これは、各市町にございます財産、債務をどう

するかということのご提案でございます。 

 １番としまして、財産及び債務は、すべて新市に引き継ぐものとすると。２番と

しまして、共通する基金は、整理・統合を図るものとするということとしておりま

すが、中身につきまして現況調書の資料１の３ページをお開きいただきたいと思い

ます。まず、ここに１８年度、１９年度の各市町の地方債の状況について掲げてお

ります。１９年度の決算につきまして、つい先日各市町ともに分析をする決算統計

というのがありますが、それを終えましたので、一番 新の数値を挙げておりま

す。 

 これで見ていただきますと、地方債の現在高が１９年度どれだけあるかというこ

とが挙がっております。そして、その下にこの数字だけをもってどういうふうに判

断していいのかわかりませんので、標準財政規模という通常毎年入ってくる一般財

源といいますか、小林市でいきますと大体１００億ぐらいあるわけですけれども、

それは地方税と普通交付税を足したものが、大体９割ぐらいでありますので、大体

そういったものに若干譲与税とか一般財源が加わったものというふうに理解してい

ただければいいと思いますが、それを分母といたしまして、割り返したものが地方

債現在高倍率というようなことで挙がっております。 

 １９年度でいきますと、小林市が２４０.４、それから、高原町が２５８.５、野

尻町が２５１.６ということでございます。高原町と野尻町は、小林市に比べると

高いわけでございますけども、１８年度と比較してもらいますと、だんだん下がっ

てきていると。逆に小林市は、上がっていってるというようなことがあります。 

 これは、下の方の地方債の発行額と、下の方の元利償還、元金、借りる額と返す

額、この差が前年度の現在高に加わったもの。ですから、小林市でいきますと、発

行額が元金を上回っておりますので、その分が１８年度にプラスされて、１９年度

に来ているというふうに見ていただければいいかと思います。 

 その下の方が債務負担行為の状況でございますが、これは債務を長期にわたって

契約する行為でございますが、これも債務として負っておるわけでございますけど

も、これを見てみますと、全体的にだんだんどこの市町も少なくなってきていると
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いうのが言えるのではないかと思います。 

 それから、その下でございますが、これは１９年度の上の地方債現在高、先ほど

説明を申しました、そのところが、どういった起債を借りているのかというのを分

類したものでございます。それぞれ市町の特徴が出ておると思うんですが、ここに

それぞれ掲げております。 

 それから、次のページでございますが、これは基金の状況でございます。積立金

の現在高を示したものですが、基金の中には通常の基金と定額運用をしている基金

がございますので、分類をしております。定額運用は、条例等で総額を決めて、そ

の中で運用していくわけでございますが、代表的なものとしまして、土地開発基金

が入れてありますけれども、その他の特定、定額基金につきましては６ページ、そ

れから、上の方の積立金現在高のその他の特定目的基金というのは、そのすぐ下の

方にどういった基金があるのかということが、ここに計上してあります。 

 この基金でございますが、ここの６ページの対応方針を見ていただきたいと思う

んですけども、先ほどご提案申し上げましたように、すべて新市に引き継ぐという

ことでございますが、その他定額運用基金のうち、畜産関係の基金でございますけ

ども、これは前回の協議会の中で、合併後３年を目処に統合調整するというように

承認をいただきましたので、それについてはそういった調整方針によるということ

でございますが、ほかの目的が同じ基金は整理・統合を図るというようなことで、

現行のまま新市に引き継ぐという調整方針をとっております。 

 それから、次を開けていただきたいと思いますが、これは特別会計に係る分でご

ざいます。特別会計も、それぞれ起債残高もありますし、基金もあります。その状

況をここに掲げておりますが、小林市でいきますと農業集落排水とか公共下水道事

業の残債がここに挙がっております。高原町でいきますと、病院の分が企業会計、

企業債としてここに挙がっております。 

 それから、その下が基金の状況でございますけども、これは特別会計が持ってい

る基金の現在高でございまして、言葉が若干違っておりますが、例えば国保に関し

まして２段挙がっておりますけども、これは中身的には同じものだと。介護の方も

２つ挙がっておりますが、一緒であるというふうにご理解をいただきたいと思いま

す。 

 ここに挙がってることで対応方針としましては、この特別会計に係る分について

も、すべて新市に引き継ぐと。そして、同一会計内の基金については、個別の所管

で統合を図るよう調整をするということとしております。 

 それから、続きまして１１ページでございますが、これは庁舎に係る分でござい

ます。それぞれ規模とか、どういった地理的条件とか、面積とかここに掲げてあり

ますけども、課題にありますように、本庁舎となる小林市役所は、建築後４５年が

経っております。もう非常に老朽化が進んでるわけでございますが、建築基準法の

耐震基準をも満たしていないというふうなことで、また執務内のスペース、会議室

等の確保もできない状況にあるという現状がございます。 

 それから、高原町、野尻町の庁舎本館は、建築後３５年が経っておりまして、こ

れも老朽化が進んでいると、補強が必要であるというようなことでございます。 

 小林市におきましては、庁舎建設検討委員会を立ち上げまして、いろいろ検討し

たわけでございますが、まだ構想として決定を見たわけではございませんが、構想

の素案というのはでき上がっております。そういったことも踏まえまして、本庁舎

の改築及び総合支所庁舎の整備等を計画的に進めていくという対応方針としており

ます。 

 それから、その下でございますが、ここには公用車と債権の状況を上げておりま

す。公用車がここに掲げてありますように、全体で３０２台ございます。 

 それから、債権の状況は、先ほど基金のところでその他定額運用基金等がござい

ましたが、そのうちそれを原資としまして、このここにある畜産関係の貸付けを行

っているものがございまして、高原町のところに基金と書いてありますのは、そう
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いった基金を貸付金として運用しておりまして、その貸付現在高が今これだけある

というふうにご理解いただきたいと思います。あとは一般会計の方で貸付けをして

るというようなことでございます。これも、公用車は現行のまま新市に引き継ぐも

のとし、債権については、個別の所管で調整するという方針でございます。 

 以上、ご提案を申し上げます。 

 はい、ありがとうございました。ただいま説明をいたしました協議第３４号財産

及び債務の取扱いにつきまして、何かご意見、ご質疑のあられる方はお出しくださ

い。ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご意見、ご質疑もないようでありますので、お諮りいたしますが、協議第３４号

財産及び債務の取扱いにつきましては、原案のとおり確認することにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご異議なしと認めます。よって、協議第３４号につきましては、原案のとおり確

認することといたします。 

 次に、協議第３５号条例、規則等の取扱いについてを議題といたします。 

 総務部会より説明を願います。 

 それでは、総務部会の担当をしております殿所といいます。よろしくお願いをい

たします。 

 資料の１７ページをお開きを願いたいと思います。協議第３５号条例、規則等の

取扱いについてということでございます。 

 これにつきましては、資料１の１の１５ページを見ていただきたいと思います。

行政事務事業等を行う上で、法律等をもとにするわけでございますが、各市町村に

おきましては、独自に条例、規則等を設けながら、それを活用して事務事業等を行

っておるという状況がございます。 

 そういうことで、小林市・高原町・野尻町におきましては、条例、規則、その他

というふうに表示してございますけれども、このような設定状況があるということ

でございました。その他といいますと、要綱、要領とか、そういうもの等が入って

おるというようにご理解をいただきたいと思いますが、あわせまして小林市におい

ては９１０本、高原町におきましては３７７本、野尻町におきましては３６７本と

いうものが設けられておるということでございます。 

 そういうことで、課題のところを見てみますと、同一種類、同一目的の条例、規

則等と、独自の条例、規則等があるということでございます。 

 その対応方針でございますが、小林市の条例、規則等を適用する。ただし、各種

事務事業の調整内容に基づき、必要な場合には関係する条例、規則等の制定、改正

を行うということで、調整方針としては、小林市の制度等に統一するというような

現況調書がそのようになっております。 

 また、資料の方に、１８ページにお返りいただきたいと思いますけれども、これ

らを踏まえまして、協定項目第１３号条例、規則等の取扱いとしましては、１番で

すけども、条例、規則等の取扱いについては、小林市の条例、規則等を適用する。

ただし、各種事務事業の調整内容に基づき、必要な場合には関係する条例、規則等

の制定、改正等を行うということでございます。 

 これは、今後調整を行うわけでございますから、その調整の内容によりまして

は、新しく条例を制定する場合もございますし、今小林市の条例等を改正する場合

も出てくるというようなことを踏まえまして、このような調整となったということ

でございます。 

 以上でございます。 

 ありがとうございました。ただいま説明をいたしました協議第３５号条例、規則

等の取扱いについて、何かご質問、ご質疑があればお出しください。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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 ご質疑、ご意見もないようでありますので、それではお諮りをいたしますが、協

議第３５号条例、規則等の取扱いについては、これを原案のとおり確認することに

してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご異議なしと認めます。よって、協議第３５号につきましては、原案のとおり確

認することといたします。 

 それでは、次に協議第３６号一部事務組合等の取扱いについてを議題といたしま

す。 

 企画財政部会より説明を願います。 

 それでは、協議第３６号一部事務組合等の取扱いについてを議題といたします。 

 資料の２０ページをお開きください。ここに項目を挙げておりますが、この中に

は総務部会に係る部分もございますけれども、関連がございますので、私の方で一

括して提案を申し上げたいと思います。 

 現況調書でいきますと、１９ページからということになりますが、１番からいき

たいと思います。西諸広域行政事務組合については、小林市（新市）及びえびの市

による一部事務組合とする方向で調整するということでございます。 

 それから、２番と３番ですが、小林野尻高原衛生事業組合と霧島美化センター事

務組合でございますけども、これはそれぞれの構成団体が小林、高原、野尻でござ

いますので、これにつきましては、合併の日の前日をもって解散し、その財産及び

職員はすべて新市に引き継ぐこととするということにしております。 

 それから、４番目でございますが、宮崎県市町村総合事務組合及び宮崎県自治会

館管理組合については、高原町、野尻町が合併の日の前日をもって当該組合から脱

退すると。そして、宮崎県市町村総合事務組合の事業のうち、交通災害共済に関す

る事務は、高原・野尻地区においては現行のまま加入することとし、合併後３年を

目処に調整すると。 

 それから、５番目といたしまして、宮崎県後期高齢者医療広域連合については、

高原町、野尻町は合併の日の前日をもって広域連合を脱退すると。 

 それから、６番目といたしまして、高原町及び野尻町の土地開発公社について

は、合併の日の前日までに解散するということとしております。 

 以上、ご提案を申し上げます。 

 はい、ありがとうございました。ただいま説明をいたしました協議第３６号一部

事務組合等の取扱いにつきまして、何かご意見、ご質疑があればお出しください。

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご意見、ご質疑もないようでありますので、お諮りをいたします。協議第３６号

一部事務組合等の取扱いにつきましては、原案のとおり確認することにご異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご異議なしと認めます。よって、協議第３６号につきましては、原案のとおり確

認することといたします。 

 次に、協議第３７号総務関係についてを議題といたします。 

 総務部会より説明を願います。 

 資料２１ページの協議第３７号総務関係についての中の情報公開、表彰制度の分

でございます。 

 資料１の１の３３ページをお開きを願いたいと思います。ここには、情報公開条

例ということで、小林市、高原町、野尻町それぞれのものが示されております。見

てみますと、開かれた行政を目指すというような観点から、このように定めておる

というふうに思っておりますけれども、各市町におきましては、項目に若干の違い

があるという状況でございまして、それを踏まえまして小林市の制度に統一すると

いうようなことに調整をしたところでございます。 
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 若干の違いと言いますと、どこら辺が違うかといいますと、特殊この公開請求で

きるものと、ここら辺が若干違うようでございまして、小林市の条例見てみます

と、何人も請求することができるというふうになっておりますが、高原町さんと野

尻町さんの方は、町内に住所を有する人というふうな部分があるようでございまし

て、そこら辺が違っているのかなということが感じられるところでございます。 

 次に、３４ページからは、個人情報保護条例の部分がございます。今度は、情報

公開とは違いまして、個人情報をどのように保護するかという部分を定めた条例で

ございます。これは、３７ページまでに及んでおるわけでございますけれども、こ

れも中身の方は大方大きな違いはないようでございまして、若干の項目の違いはあ

るようでございましょうが、そのようなことで小林市の制度等に統一するという対

応方針でございます。 

 それから、４２ページと４４ページをお開きを願いたいと思います。ここには、

表彰制度の状況が書いてあるところでございます。それぞれ小林市においては、小

林市民表彰条例、高原町さんにおきましては、高原町町民栄誉賞表彰要綱、野尻町

におきましては、総合文化祭表彰選定基準というようなものが定められておるよう

でございます。 

 次のページをお開きを願いたいと思いますが、ここにはそれぞれ表彰を過去に受

けられた人たちが掲載をされておるところでございます。 

 このような条例、規則等をもとにしながら、それぞれこのように制定をされてお

るわけでございますけれども、対応方針といたしましては、小林市の制度等に統一

すると、名誉、栄誉町民は高原町と野尻町さんいらっしゃいますけれども、それぞ

れ現行のまま引き継ぐんだという対応方針でございます。調整方針としては、小林

市の制度等に統一するということでございます。 

 これらをもとに、２２ページにお返りを願いたいと思いますけれども、情報公開

についてということで、（１）情報公開。情報公開条例については、小林市の条例

を適用する。 

 （２）個人情報保護としまして、個人情報保護条例については、小林市の条例を

適用する。 

 ２番、表彰制度について、表彰制度については、小林市の制度等に統一する。名

誉（栄誉）町民については、現行のまま引き継ぐというような提案でございます。 

 以上です。 

 はい、ありがとうございました。ただいま説明をいたしました協議第３７号総務

関係につきまして、何かご質疑、ご意見があればお出しください。ございません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご意見、ご質疑もないようでありますので、お諮りいたします。協議第３７号総

務関係につきましては、原案のとおり確認することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご異議なしと認めます。よって、協議第３７号につきましては、原案のとおり確

認することといたします。 

 次に、協議第３８号広報広聴関係についてを議題といたします。 

 総務部会より説明を願います。 

 それでは、２３ページからになりますけれども、協議第３８号広報広聴関係につ

いてでございます。 

 これにつきましては、資料１の１の４７ページをお開きを願いたいと思います。

ここに広報紙の状況が書いてあるわけでございますが、それぞれ小林市、高原町、

野尻町に広報紙がございます。また、それからお知らせもそれぞれあるということ

でございます。違う部分といたしましては、この課題のところに書いてございます

けれども、区長、組長、班長及び分区会長への配布方法が市町で異なるということ

でございます。 
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 そして、郵送希望者という方が各市町村おられますけれども、それにつきまして

は、郵送費用を野尻町はすべて公費で負担をされていらっしゃると。小林市、高原

町では、地元出身者へは商工観光課、まちづくり推進課で公費郵送。ただし、送付

回数は年数回というような状況があるということでございます。 

 対応方針といたしましては、この区長、組長等の配布方法ですが、配布方法につ

いては、小林市の制度に統一すると。それから、郵送希望者への送付は、小林市の

制度に統一し、野尻町においては合併までに周知し、理解を求めるというようなこ

とでございます。 

 この野尻町の郵送の部分につきましては、配布方法のこのページの右のところ

に、四角で参考というふうに書いてございますけれども、別途そういうふうに公費

で送っておられますけれども、寄附もいただいておるというような状況がここに書

いてございまして、発送料が３７万８,０００円というふうになりますけれども、

１８年、１９年にはそのような、それに相当近いような、あるいはオーバーするよ

うな寄附等もいただいていらっしゃるという状況になっておるようでございます。 

 それから、資料１の１の４９ページをお開きを願いたいと思います。これは、市

勢・町勢要覧、便利帳の状況ということでございます。それぞれ市勢要覧、あるい

は町勢要覧というものは、小林、高原、野尻それぞれあるということでございま

す。 

 一方、便利帳の方を見てみますと、小林市にだけあるというようなことでござい

まして、課題といたしましては、新市の市勢要覧を作成する必要があると。それか

ら、便利帳は、小林市のみが発行しておるというような課題でございまして、対応

方針としては、小林市の制度等に統一するということでございます。 

 これらを踏まえまして、もとの資料の２４ページにお返りを願いたいと思います

けれども、協定項目第２５号各種事務事業の取扱いのうち、（３）広報広聴関係で

ございますが、１番、広報関係について、（１）広報紙、広報紙の配布方法につい

ては、小林市の制度に統一する。郵送希望者への送付については、小林市の制度に

統一し、野尻町においては合併までに周知し、理解を求める。 

 それから、（２）市勢・町勢要覧、便利帳でございますけれども、市勢・町勢要

覧、便利帳については、小林市の制度に統一するというような御提案でございま

す。 

 以上です。 

 はい、ありがとうございました。ただいま説明をいたしました協議第３８号広報

広聴関係につきまして、何かご意見、ご質疑のあられる方はお出しください。松元

さん。できましたら、お名前をおっしゃってから発言をなさってください。お願い

します。 

 小林市選出の松元です。広報紙について、分科会、幹事会でどのような議論がさ

れたかをお聞かせをいただきたいと思うんですが、それぞれ小林市、高原町、野尻

町違います。高原町、野尻町は区、班ですかね、区、分区長、そういう構成になっ

てまして、基本的には規則でうたわれてますよね。そして、行政区としての位置づ

けがされてると思うんですね。小林の場合は、単なる自治会です。いろいろ仕事を

お願いしてるのは、委託契約をやっておるわけですね。中身が違います。 

 ただ、原則的には、小林であれ高原であれ、野尻であれ、区、組に入っていよう

が、分区に入っていようが、税金を納めている市民、住民に対しては、原則全部配

布するというのが私は原則だと思ってる。地方自治の本旨に基づけば、そういうこ

とだと私は思ってるんですが、私は小林の議会の中でも随分議論をずっとやってき

ているんですが、今現行は小林市はそういうことになっています。 

 ただ、調整の仕方としては、小林市のやつに統一をすると、こうなっております

が、しっかりその原則の部分は議論されているのかどうか、こういうことを 初か

ら決めますと、小林市のレベルでいきますと、区、組に入ってない人には配らない

よと、こういうことになってしまうんですね。そういうことを 初から決めてよろ
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しいのかどうか、ちょっと見解をお伺いいたします。 

 総務部会で何かありますか。 

 暫時ちょっと休憩いたします。 

午後２時２３分休憩～午後２時３２分再開 

 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 総務部会より答弁をお願いします。 

 この広報紙の配布方法ということでございまして、小林市は今松元委員さんが言

われますように、委託契約をして区、組長さん方にお配りをしておるということで

ございます。 

 それからまた、未加入者の方におかれましては、郵送希望者には郵送、自己負担

という形になりますけれども、やっておりますし、それから、各施設、公共施設と

か、あるいは商店とか、スーパーとか、そういうところに置いたりもいたしており

ます。 

 これを方式につきましては、区、組長等に委託して送付するという部分は違って

おりますが、あとの未加入者に対応方法としては、小林、高原、野尻いずれも同じ

ような形をとられておるというのが現況でございます。 

 そのような中で、分科会で議論した中では、小林市の委託方式でよかろうという

議論でまとまったということでございます。 

 それから、区、組の行政連絡機構のあり方も若干触れられたような気がしたんで

すが、これは別途自治会行政連絡機構のあり方ということで、もう一回ご提案をす

る形になっていくというふうに思います。 

 よろしゅうございますか。 

 私が申し上げたのは、繰り返しになるかもしれませんけれども、やっぱり原則は

地方自治法１０条ですかね、まず住民が 初に出てくるわけですよね。その後、議

会の権能が出て、あと執行権者の機能が出てくる。こういうので地方自治法構成さ

れてるんですが、あくまでも根本は、そこの住民が主人公であるということをうた

ってるわけですね。区、組に入るためにさまざまな事情があって、入れない人、入

らない人もいらっしゃると思います。 

 そこを現行、単なる例えば小林市でいえば、単なる自治組織ですよというところ

だけを対象にするというのは、私は基本的にはいかがなものかなと、そういう認識

を持ちながら、今後改善していくというやっぱりものをもっていないと、おかしい

ですよねということを私は申し上げておきたいなと思ったんです。 

 高原、野尻さんは、規則でうたってある区だとか分区の構成ですよね。小林市は

また違いますから、そういう行政区としての位置づけをされてるところは、ある程

度僕はその形が、理由づけがちゃんとなるかなと思うんですけども、小林市の場合

違いますよねと。だから、小林市ので統一されるんですかと、そういう議論もやっ

ぱり私は基本的にはされておかないと、おかしいなと思ったもんですから、お尋ね

した次第です。今後の努力を私は期待をしたいと思います。 

 ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご質疑も尽きたようでありますので、お諮りいたします。協議第３８号広報広聴

関係につきましては、これを原案のとおり確認することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご異議なしと認めます。よって、協議第３８号につきましては、原案のとおり確

認することといたします。 

 次に、協議第３９号その他関係、これ交通安全についてでありますけど、これを

議題といたします。 

 総務部会より説明を願います。 

 それでは、資料の２５ページ、協議第３９号その他関係の交通安全についてとい

うことでございます。 
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 これは、資料１の１の５５ページをお開きを願いたいと思います。これは、交通

指導員のことにつきまして、ここに掲げてあるところでございまして、それぞれ小

林市、高原町、野尻町さんにおかれましては、規則等を定めながら交通指導員を置

いて、交通安全対策といいますか、そちらの方の取り組みをされていらっしゃると

いうことでございまして、これを見てみますと、人数ですか、そういうものが若干

違うということでございまして、その中でも高原町さんと野尻町さんにおかれまし

ては、定員と実人数ですか、それが若干違うというような状況が出ておるようでご

ざいます。 

 そういうことで、課題といたしましては、規則に定められた定数と現状人員の差

が大きいと。それから、勤務日が各市町で違っておるというような課題がございま

す。 

 対応方針といたしましては、現状の実人員３２名を定数とすると。勤務日は、合

併日までに調整するというようなことでございます。 

 これらを踏まえまして、資料の２６ページに返っていただきたいと思いますけれ

ども、協定項目第２５号各種事務事業の取扱いのうち、１９その他関係、交通安全

ですが、１番、交通指導員については、現状の実人員３２名を定数とする。交通指

導員の勤務日については、合併までに調整するというような提案でございます。 

 以上です。 

 はい、ありがとうございました。説明をいたしました協議第３９号その他の関係

（交通安全）についてですが、これについてご意見、ご質疑のあられる方はお出し

ください。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご質疑もないようでありますので、お諮りいたします。協議第３９号その他関係

（交通安全）につきましては、原案のとおり確認することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご異議なしと認めます。よって、協議第３９号につきましては、原案のとおり確

認することといたします。 

 以上をもちまして、本日お諮りすべき案件につきましてはすべて議了したわけで

ありますが、皆様方のご協力に対しまして感謝を申し上げまして、私の責めを終わ

らせていただきます。ありがとうございました。 

 ほか、あとは事務局の方で進行をお願いします。 

 資料ページの一番 後になりますけども、２７ページをご覧ください。確認事項

といたしまして、これ以降のスケジュールを記載してございます。 

 第８回の新市基本計画・地域自治区等設置検討小委員会の開催が、２０年８月

２８日（木）午前９時半より、高原町総合保健福祉センターの「ほほえみ館」中研

修室で開会されます。 

 そして、第６回議会議員・農業委員会の委員の定数及び任期等の取扱い小委員

会、これが平成２０年８月２８日（木）午前９時３０分、高原町総合保健福祉セン

ター「ほほえみ館」中研修室で開会されます。 

 そして、第６回小林市・高原町・野尻町合併協議会が、平成２０年８月２８日

（木）午後１時３０分より、高原町総合保健福祉センター「ほほえみ館」神武ホー

ルで開会されます。 

 第９回新市基本計画・地域自治区等設置検討小委員会の臨時開催が、平成２０年

９月１８日（木）午後６時より、小林市役所４階大会議室で開会されます。 

 そして、第７回小林市・高原町・野尻町合併協議会が、平成２０年９月２５日

（木）午後１時３０分より、野尻町農村環境改善センターホールで開会されますの

で、委員の皆様方におかれましては、スケジュールとして確認をお願いいたしま

す。 

 それともう一点、お手元に講演会のご案内っていうことで、ピンクの用紙が配付

されてると思いますが、これについては、県の合併支援室が「合併地方分権改革と
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今後の市町村のあり方について」ということで、講演会をされるということで、行

き帰りについては、ご自身で行っていただくということになるんですけども、とり

まとめを事務局の方で行いますので、ご希望の方はお帰りの際に受付の方でおっし

ゃってください。とりまとめて支援室の方に連絡いたしますので。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 それでは、皆様、長時間にわたり本当にお疲れさまでした。 

 以上をもちまして、第５回協議会のすべてを終了いたします。 

 なお、お帰りの際は交通事故等に気をつけてお帰りくださいませ。ありがとうご

ざいました。 

午後２時４２分閉会 

 

 

会議録署名委員  下別府 明 

 

会議録署名委員  見越 南州男 


